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別入院基本料及び月平均夜勤時間超過減算（以 別入院基本料、月平均夜勤時間超過減算及び夜

下「特別入院基本料等」という。）を含む。） 勤時間特別入院基本料（以下「特別入院基本料

、第３節の各区分に掲げる特定入院料及び第４ 等」という。）を含む。）、第３節の各区分に

節の各区分に掲げる短期滞在手術等基本料を同 掲げる特定入院料及び第４節の各区分に掲げる

一の日に算定することはできない。 短期滞在手術等基本料を同一の日に算定するこ

とはできない。

第１節 入院基本料

Ａ１００ 一般病棟入院基本料（１日

につき）

【注の見直し】 注２ 注１に規定する病棟以外の一般病棟につい 注２ 注１に規定する病棟以外の一般病棟につい

ては、当分の間、地方厚生局長等に届け出た ては、当分の間、地方厚生局長等に届け出た

場合に限り、当該病棟に入院している患者 場合に限り、当該病棟に入院している患者

（第３節の特定入院料を算定する患者を除 （第３節の特定入院料を算定する患者を除

く。）について、特別入院基本料として、58 く。）について、特別入院基本料として、58

4点を算定できる。ただし、注１に規定する 4点を算定できる。ただし、注１に規定する

別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合す 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合す

るものとして地方厚生局長等に届け出ていた るものとして地方厚生局長等に届け出ていた

病棟であって、当該基準のうち別に厚生労働 病棟であって、当該基準のうち別に厚生労働

大臣が定めるもののみに適合しなくなったも 大臣が定めるもののみに適合しなくなったも

のとして地方厚生局長等に届け出た病棟につ のとして地方厚生局長等に届け出た病棟につ

いては、当該病棟に入院している患者（第３ いては、当該病棟に入院している患者（第３

節の特定入院料を算定する患者を除く。）に 節の特定入院料を算定する患者を除く。）に

ついて、当該基準に適合しなくなった後の直 ついて、当該基準に適合しなくなった後の直

近３月に限り、月平均夜勤時間超過減算とし 近３月に限り、月平均夜勤時間超過減算とし

て、それぞれの所定点数から100分の20に相 て、それぞれの所定点数から100分の15に相

当する点数を減算する。なお、別に厚生労働 当する点数を減算する。なお、別に厚生労働

大臣が定める場合には、算定できない。 大臣が定める場合には、算定できない。
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【注の見直し】 注４ 13対１入院基本料又は15対１入院基本料を 注４ 13対１入院基本料又は15対１入院基本料を

算定する病棟において、当該患者が他の保険 算定する病棟において、当該患者が他の保険

医療機関から転院してきた者であって、当該 医療機関から転院してきた者であって、当該

他の保険医療機関において区分番号Ａ２３８ 他の保険医療機関において区分番号Ａ２４６

－３に掲げる新生児特定集中治療室退院調整 に掲げる退院支援加算３を算定したものであ

加算１又は新生児特定集中治療室退院調整加 る場合には、重症児（者）受入連携加算とし

算２を算定したものである場合には、重症児 て、入院初日に限り2,000点を所定点数に加

（者）受入連携加算として、入院初日に限り 算する。

2,000点を所定点数に加算する。

【注の見直し】 注６ 当該病棟に入院している患者の重症度、医 注６ 当該病棟に入院している患者の重症度、医

療・看護必要度（以下この表において「看護 療・看護必要度（以下この表において「看護

必要度」という。）につき別に厚生労働大臣 必要度」という。）につき別に厚生労働大臣

が定める施設基準に適合しているものとして が定める施設基準に適合しているものとして

地方厚生局長等に届け出た病棟に入院してい 地方厚生局長等に届け出た病棟に入院してい

る患者については、当該基準に係る区分に従 る患者については、当該基準に係る区分に従

い、次に掲げる点数をそれぞれ１日につき所 い、次に掲げる点数をそれぞれ１日につき所

定点数に加算する。 定点数に加算する。

イ 看護必要度加算１ 30点 イ 看護必要度加算１ 55点

ロ 看護必要度加算２ 15点 ロ 看護必要度加算２ 45点

ハ 看護必要度加算３ 25点

【注の見直し】 注10 当該病棟においては、第２節の各区分に掲 注10 当該病棟においては、第２節の各区分に掲

げる入院基本料等加算のうち、次に掲げる加 げる入院基本料等加算のうち、次に掲げる加

算について、同節に規定する算定要件を満た 算について、同節に規定する算定要件を満た

す場合に算定できる。 す場合に算定できる。
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イ～マ （略） イ～マ （略）

ケ がん診療連携拠点病院加算 ケ がん拠点病院加算

フ～キ （略） フ～キ （略）

ユ 退院調整加算

メ 新生児特定集中治療室退院調整加算

ミ 救急搬送患者地域連携紹介加算

シ 救急搬送患者地域連携受入加算

ヱ～モ （略） ユ～ミ （略）

セ 病棟薬剤業務実施加算 シ 病棟薬剤業務実施加算１

ス （略） ヱ （略）

ヒ 退院支援加算（１のイ、２のイ及び３に

限る。）

モ 認知症ケア加算

セ 精神疾患診療体制加算

ス 薬剤総合評価調整加算

【注の見直し】 注12 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合 注12 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合

するものとして保険医療機関が地方厚生局長 するものとして保険医療機関が地方厚生局長

等に届け出た病棟に入院している患者（７対 等に届け出た病棟に入院している患者（７対

１入院基本料又は10対１入院基本料を現に算 １入院基本料又は10対１入院基本料を現に算

定している患者に限る。）について、ＡＤＬ 定している患者に限る。）について、ＡＤＬ

維持向上等体制加算として、入院した日から 維持向上等体制加算として、入院した日から

起算して14日を限度とし、１日につき25点を 起算して14日を限度とし、１日につき80点を

所定点数に加算する。 所定点数に加算する。

【注の追加】 （追加） 注13 注１に規定する別に厚生労働大臣が定める

施設基準に適合するものとして地方厚生局長

等に届け出ていた病棟であって、当該基準の

SUGATA
ハイライト表示

SUGATA
ハイライト表示
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うち別に厚生労働大臣が定めるもののみに適

合しなくなったものとして地方厚生局長等に

届け出た病棟については、注２の規定にかか

わらず、当該病棟に入院している患者（第３

節の特定入院料を算定する患者を除く。）に

ついて、当分の間、夜勤時間特別入院基本料

として、それぞれの所定点数の100分の70に

相当する点数を算定できる。

Ａ１０１ 療養病棟入院基本料（１日

につき）

【注の見直し】 注２ 注１に規定する病棟以外の療養病棟につい 注２ 注１に規定する病棟以外の療養病棟につい

ては、当分の間、地方厚生局長等に届け出た ては、当分の間、地方厚生局長等に届け出た

場合に限り、当該病棟に入院している患者 場合に限り、当該病棟に入院している患者

（第３節の特定入院料を算定する患者を除 （第３節の特定入院料を算定する患者を除

く。）について、特別入院基本料として、57 く。）について、特別入院基本料として、57

6点（生活療養を受ける場合にあっては、562 6点（生活療養を受ける場合にあっては、562

点）を算定できる。ただし、療養病棟入院基 点）を算定できる。ただし、療養病棟入院基

本料２については、注１に規定する別に厚生 本料２については、注１に規定する別に厚生

労働大臣が定める施設基準に適合するものと 労働大臣が定める施設基準に適合するものと

して地方厚生局長等に届け出ていた病棟であ して地方厚生局長等に届け出ていた病棟であ

って、当該基準のうち別に厚生労働大臣が定 って、当該基準のうち別に厚生労働大臣が定

めるもののみに適合しなくなったものとして めるもののみに適合しなくなったものとして

地方厚生局長等に届け出た病棟については、 地方厚生局長等に届け出た病棟については、

当該病棟に入院している患者（第３節の特定 当該病棟に入院している患者（第３節の特定

入院料を算定する患者を除く。）について、 入院料を算定する患者を除く。）について、

当該基準に適合しなくなった後の直近３月に 当該基準に適合しなくなった後の直近３月に

限り、月平均夜勤時間超過減算として、それ 限り、月平均夜勤時間超過減算として、それ

ぞれの所定点数から100分の20に相当する点 ぞれの所定点数から100分の15に相当する点
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数を減算する。なお、別に厚生労働大臣が定 数を減算する。なお、別に厚生労働大臣が定

める場合には、算定できない。 める場合には、算定できない。

【注の見直し】 注５ 当該患者が他の保険医療機関から転院して 注５ 当該患者が他の保険医療機関から転院して

きた者であって、当該他の保険医療機関にお きた者であって、当該他の保険医療機関にお

いて区分番号Ａ２３８－３に掲げる新生児特 いて区分番号Ａ２４６に掲げる退院支援加算

定集中治療室退院調整加算１又は新生児特定 ３を算定したものである場合には、重症児

集中治療室退院調整加算２を算定したもので （者）受入連携加算として、入院初日に限り

ある場合には、重症児（者）受入連携加算と 2,000点を所定点数に加算する。

して、入院初日に限り2,000点を所定点数に

加算する。

【注の見直し】 注７ 当該病棟においては、第２節の各区分に掲 注７ 当該病棟においては、第２節の各区分に掲

げる入院基本料等加算のうち、次に掲げる加 げる入院基本料等加算のうち、次に掲げる加

算について、同節に規定する算定要件を満た 算について、同節に規定する算定要件を満た

す場合に算定できる。 す場合に算定できる。

イ～ニ （略） イ～ニ （略）

ホ 医師事務作業補助体制加算（５０対１補

助体制加算、７５対１補助体制加算及び１

００対１補助体制加算に限る。）

ホ～タ （略） ヘ～レ （略）

レ 退院調整加算

ソ 救急搬送患者地域連携受入加算

ツ 地域連携認知症支援加算

ネ （略） ソ （略）

ナ 病棟薬剤業務実施加算 ツ 病棟薬剤業務実施加算１

ラ （略） ネ （略）

ナ 退院支援加算（１のロ及び２のロに限

SUGATA
ハイライト表示
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る。）

ラ 認知症ケア加算

ム 薬剤総合評価調整加算

【注の追加】 （追加） 注11 注１に規定する病棟以外の病棟であって、

別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し

ているものとして地方厚生局長等に届け出て

いた療養病棟入院基本料２を算定する病棟に

ついては、当該基準のうち別に厚生労働大臣

が定めるもののみに適合しなくなったものと

して地方厚生局長等に届け出た場合（別に厚

生労働大臣が定める基準を満たす場合に限

る。）に限り、注２本文の規定にかかわらず

、当該病棟に入院している患者（第３節の特

定入院料を算定する患者を除く。）について

は、それぞれの所定点数の100分の95に相当

する点数を算定する。

【注の追加】 （追加） 注12 注１に規定する別に厚生労働大臣が定める

施設基準に適合するものとして地方厚生局長

等に届け出ていた病棟（療養病棟入院基本料

２を届け出ていた病棟に限る。）であって、

当該基準のうち別に厚生労働大臣が定めるも

ののみに適合しなくなったものとして地方厚

生局長等に届け出た病棟については、注２の

規定にかかわらず、当該病棟に入院している

患者（第３節の特定入院料を算定する患者を

除く。）について、当分の間、夜勤時間特別

SUGATA
ハイライト表示
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入院基本料として、それぞれの所定点数の10

0分の70に相当する点数を算定できる。ただ

し、当該点数が注２本文に規定する特別入院

基本料の点数を下回る場合は、本文の規定に

かかわらず、586点（生活療養を受ける場合

にあっては、572点）を算定できる。

Ａ１０２ 結核病棟入院基本料（１日

につき）

【注の見直し】 注２ 注１に規定する病棟以外の結核病棟につい 注２ 注１に規定する病棟以外の結核病棟につい

ては、当分の間、地方厚生局長等に届け出た ては、当分の間、地方厚生局長等に届け出た

場合に限り、当該病棟に入院している患者 場合に限り、当該病棟に入院している患者

（第３節の特定入院料を算定する患者を除 （第３節の特定入院料を算定する患者を除

く。）について、特別入院基本料として、55 く。）について、特別入院基本料として、55

9点を算定できる。ただし、注１に規定する 9点を算定できる。ただし、注１に規定する

別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合す 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合す

るものとして地方厚生局長等に届け出ていた るものとして地方厚生局長等に届け出ていた

病棟であって、当該基準のうち別に厚生労働 病棟であって、当該基準のうち別に厚生労働

大臣が定めるもののみに適合しなくなったも 大臣が定めるもののみに適合しなくなったも

のとして地方厚生局長等に届け出た病棟につ のとして地方厚生局長等に届け出た病棟につ

いては、当該病棟に入院している患者（第３ いては、当該病棟に入院している患者（第３

節の特定入院料を算定する患者を除く。）に 節の特定入院料を算定する患者を除く。）に

ついて、当該基準に適合しなくなった後の直 ついて、当該基準に適合しなくなった後の直

近３月に限り、月平均夜勤時間超過減算とし 近３月に限り、月平均夜勤時間超過減算とし

て、それぞれの所定点数から100分の20に相 て、それぞれの所定点数から100分の15に相

当する点数を減算する。なお、別に厚生労働 当する点数を減算する。なお、別に厚生労働

大臣が定める場合には、算定できない。 大臣が定める場合には、算定できない。
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【注の見直し】 注４ 当該病棟の入院患者の入院期間に応じ、次 注４ 当該病棟の入院患者の入院期間に応じ、次

に掲げる点数をそれぞれ１日につき所定点数 に掲げる点数をそれぞれ１日につき所定点数

に加算する。 に加算する。

イ 14日以内の期間 400点（特別入院基本 イ 14日以内の期間 400点（特別入院基本

料等については、320点） 料等については、320点）

ロ 15日以上30日以内の期間 300点（特別 ロ 15日以上30日以内の期間 300点（特別

入院基本料等については、240点） 入院基本料等については、240点）

ハ 31日以上90日以内の期間 100点 ハ 31日以上60日以内の期間 200点（特別

入院基本料等については、160点）

ニ 61日以上90日以内の期間 100点

【注の見直し】 注５ 当該病棟においては、第２節の各区分に掲 注５ 当該病棟においては、第２節の各区分に掲

げる入院基本料等加算のうち、次に掲げる加 げる入院基本料等加算のうち、次に掲げる加

算について、同節に規定する算定要件を満た 算について、同節に規定する算定要件を満た

す場合に算定できる。 す場合に算定できる。

イ～ナ （略） イ～ナ （略）

ラ 退院調整加算

ム・ウ （略） ラ・ム （略）

ヰ 病棟薬剤業務実施加算 ウ 病棟薬剤業務実施加算１

ノ （略） ヰ （略）

ノ 退院支援加算（１のロ及び２のロに限

る。）

オ 認知症ケア加算

ク 精神疾患診療体制加算

ヤ 薬剤総合評価調整加算

【注の追加】 （追加） 注６ 注１に規定する別に厚生労働大臣が定める

SUGATA
ハイライト表示

SUGATA
ハイライト表示
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施設基準に適合するものとして地方厚生局長

等に届け出ていた病棟であって、当該基準の

うち別に厚生労働大臣が定めるもののみに適

合しなくなったものとして地方厚生局長等に

届け出た病棟については、注２の規定にかか

わらず、当該病棟に入院している患者（第３

節の特定入院料を算定する患者を除く。）に

ついて、当分の間、夜勤時間特別入院基本料

として、それぞれの所定点数の100分の70に

相当する点数を算定できる。ただし、当該点

数が注２本文に規定する特別入院基本料の点

数を下回る場合は、本文の規定にかかわらず

、569点を算定できる。

Ａ１０３ 精神病棟入院基本料（１日

につき）

【注の見直し】 注２ 注１に規定する病棟以外の精神病棟につい 注２ 注１に規定する病棟以外の精神病棟につい

ては、当分の間、別に厚生労働大臣が定める ては、当分の間、別に厚生労働大臣が定める

施設基準に適合しているものとして地方厚生 施設基準に適合しているものとして地方厚生

局長等に届け出た場合に限り、当該病棟に入 局長等に届け出た場合に限り、当該病棟に入

院している患者（第３節の特定入院料を算定 院している患者（第３節の特定入院料を算定

する患者を除く。）について、特別入院基本 する患者を除く。）について、特別入院基本

料として、559点を算定できる。ただし、注 料として、559点を算定できる。ただし、注

１に規定する別に厚生労働大臣が定める施設 １に規定する別に厚生労働大臣が定める施設

基準に適合するものとして地方厚生局長等に 基準に適合するものとして地方厚生局長等に

届け出ていた病棟であって、当該基準のうち 届け出ていた病棟であって、当該基準のうち

別に厚生労働大臣が定めるもののみに適合し 別に厚生労働大臣が定めるもののみに適合し

なくなったものとして地方厚生局長等に届け なくなったものとして地方厚生局長等に届け

出た病棟については、当該病棟に入院してい 出た病棟については、当該病棟に入院してい
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る患者（第３節の特定入院料を算定する患者 る患者（第３節の特定入院料を算定する患者

を除く。）について、当該基準に適合しなく を除く。）について、当該基準に適合しなく

なった後の直近３月に限り、月平均夜勤時間 なった後の直近３月に限り、月平均夜勤時間

超過減算として、それぞれの所定点数から10 超過減算として、それぞれの所定点数から10

0分の20に相当する点数を減算する。なお、 0分の15に相当する点数を減算する。なお、

別に厚生労働大臣が定める場合には、算定で 別に厚生労働大臣が定める場合には、算定で

きない。 きない。

【注の見直し】 注６ 当該病棟においては、第２節の各区分に掲 注６ 当該病棟においては、第２節の各区分に掲

げる入院基本料等加算のうち、次に掲げる加 げる入院基本料等加算のうち、次に掲げる加

算について、同節に規定する算定要件を満た 算について、同節に規定する算定要件を満た

す場合に算定できる。 す場合に算定できる。

イ～ヘ （略） イ～ヘ （略）

ト 医師事務作業補助体制加算（５０対１補

助体制加算、７５対１補助体制加算及び１

００対１補助体制加算に限る。）

ト （略） チ （略）

チ 難病等特別入院診療加算（難病患者等入 リ 難病等特別入院診療加算

院診療加算に限る。）

リ～タ （略） ヌ～レ （略）

ソ 二類感染症患者療養環境特別加算

レ～マ （略） ツ～フ （略）

ケ 救急搬送患者地域連携受入加算

フ・コ （略） コ・エ （略）

エ 病棟薬剤業務実施加算 テ 病棟薬剤業務実施加算１

テ （略） ア （略）

サ 精神科急性期医師配置加算（10対１入院

基本料又は13対１入院基本料を算定するも

のに限る。）

SUGATA
ハイライト表示
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キ 薬剤総合評価調整加算

【注の追加】 （追加） 注９ 注１に規定する別に厚生労働大臣が定める

施設基準に適合するものとして地方厚生局長

等に届け出ていた病棟であって、当該基準の

うち別に厚生労働大臣が定めるもののみに適

合しなくなったものとして地方厚生局長等に

届け出た病棟については、注２の規定にかか

わらず、当該病棟に入院している患者（第３

節の特定入院料を算定する患者を除く。）に

ついて、当分の間、夜勤時間特別入院基本料

として、それぞれの所定点数の100分の70に

相当する点数を算定できる。ただし、当該点

数が注２本文に規定する特別入院基本料の点

数を下回る場合は、本文の規定にかかわらず

、569点を算定できる。

Ａ１０４ 特定機能病院入院基本料

（１日につき）

【注の見直し】 注５ 当該病棟に入院している患者の看護必要度 注５ 当該病棟に入院している患者の看護必要度

につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に

適合するものとして地方厚生局長等に届け出 適合するものとして地方厚生局長等に届け出

た病棟に入院している患者については、当該 た病棟に入院している患者については、当該

基準に係る区分に従い、次に掲げる点数をそ 基準に係る区分に従い、次に掲げる点数をそ

れぞれ１日につき所定点数に加算する。 れぞれ１日につき所定点数に加算する。

イ 看護必要度加算１ 30点 イ 看護必要度加算１ 55点

ロ 看護必要度加算２ 15点 ロ 看護必要度加算２ 45点

ハ 看護必要度加算３ 25点

SUGATA
ハイライト表示
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【注の見直し】 注８ 当該病棟においては、第２節の各区分に掲 注８ 当該病棟においては、第２節の各区分に掲

げる入院基本料等加算のうち、次に掲げる加 げる入院基本料等加算のうち、次に掲げる加

算について、同節に規定する算定要件を満た 算について、同節に規定する算定要件を満た

す場合に算定できる。 す場合に算定できる。

イ～ヘ （略） イ～ヘ （略）

ト 医師事務作業補助体制加算１

ト～リ （略） チ～ヌ （略）

ヌ 難病等特別入院診療加算（二類感染症患 ル 難病等特別入院診療加算（二類感染症患

者入院診療加算は一般病棟に限る。） 者入院診療加算は一般病棟又は精神病棟に

限る。）

ル～タ （略） ヲ～レ （略）

レ 二類感染症患者療養環境特別加算（一般 ソ 二類感染症患者療養環境特別加算

病棟又は結核病棟に限る。）

ソ～フ （略） ツ～コ （略）

コ がん診療連携拠点病院加算（一般病棟に エ がん拠点病院加算（一般病棟に限る。）

限る。）

エ～メ （略） テ～ミ （略）

ミ 退院調整加算（精神病棟を除く。）

シ 新生児特定集中治療室退院調整加算（一

般病棟に限る。）

ヱ 救急搬送患者地域連携紹介加算（一般病

棟に限る。）

ヒ～セ （略） シ～ヒ （略）

ス 病棟薬剤業務実施加算 モ 病棟薬剤業務実施加算１

ン （略） セ （略）

ス 退院支援加算（一般病棟は１のイ、２の

イ及び３に限り、結核病棟は１のロ及び２

のロに限る。）

SUGATA
ハイライト表示
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ン 認知症ケア加算（一般病棟又は結核病棟

に限る。）

イイ 精神疾患診療体制加算（精神病棟を除

く。）

イロ 精神科急性期医師配置加算（精神病棟の

７対１入院基本料、10対１入院基本料又は

13対１入院基本料を算定するものに限る。

）

イハ 薬剤総合評価調整加算

【注の見直し】 注10 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合 注10 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合

するものとして保険医療機関が地方厚生局長 するものとして保険医療機関が地方厚生局長

等に届け出た病棟（一般病棟に限る。）に入 等に届け出た病棟（一般病棟に限る。）に入

院している患者について、ＡＤＬ維持向上等 院している患者について、ＡＤＬ維持向上等

体制加算として、入院した日から起算して14 体制加算として、入院した日から起算して14

日を限度とし、１日につき25点を所定点数に 日を限度とし、１日につき80点を所定点数に

加算する。 加算する。

Ａ１０５ 専門病院入院基本料（１日

につき）

【注の見直し】 注３ 当該病棟に入院している患者の看護必要度 注３ 当該病棟に入院している患者の看護必要度

につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に

適合するものとして地方厚生局長等に届け出 適合するものとして地方厚生局長等に届け出

た病棟に入院している患者については、当該 た病棟に入院している患者については、当該

基準に係る区分に従い、次に掲げる点数をそ 基準に係る区分に従い、次に掲げる点数をそ

れぞれ１日につき所定点数に加算する。 れぞれ１日につき所定点数に加算する。

イ 看護必要度加算１ 30点 イ 看護必要度加算１ 55点

ロ 看護必要度加算２ 15点 ロ 看護必要度加算２ 45点

SUGATA
ハイライト表示
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ハ 看護必要度加算３ 25点

【注の見直し】 注７ 当該病棟においては、第２節の各区分に掲 注７ 当該病棟においては、第２節の各区分に掲

げる入院基本料等加算のうち、次に掲げる加 げる入院基本料等加算のうち、次に掲げる加

算について、同節に規定する算定要件を満た 算について、同節に規定する算定要件を満た

す場合に算定できる。 す場合に算定できる。

イ～オ （略） イ～オ （略）

ク がん診療連携拠点病院加算 ク がん拠点病院加算

ヤ～エ （略） ヤ～エ （略）

テ 退院調整加算

ア 新生児特定集中治療室退院調整加算

サ 救急搬送患者地域連携紹介加算

キ～メ （略） テ～サ （略）

ミ 病棟薬剤業務実施加算 キ 病棟薬剤業務実施加算１

シ （略） ユ （略）

メ 退院支援加算（１のイ、２のイ及び３に

限る。）

ミ 認知症ケア加算

シ 精神疾患診療体制加算

ヱ 薬剤総合評価調整加算

【注の見直し】 注９ 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合 注９ 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合

するものとして保険医療機関が地方厚生局長 するものとして保険医療機関が地方厚生局長

等に届け出た病棟に入院している患者（７対 等に届け出た病棟に入院している患者（７対

１入院基本料又は10対１入院基本料を現に算 １入院基本料又は10対１入院基本料を現に算

定している患者に限る。）について、ＡＤＬ 定している患者に限る。）について、ＡＤＬ

維持向上等体制加算として、入院した日から 維持向上等体制加算として、入院した日から

起算して14日を限度とし、１日につき25点を 起算して14日を限度とし、１日につき80点を

SUGATA
ハイライト表示

SUGATA
ハイライト表示
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所定点数に加算する。 所定点数に加算する。

Ａ１０６ 障害者施設等入院基本料

（１日につき）

【注の見直し】 注２ 注１に規定する別に厚生労働大臣が定める 注２ 注１に規定する別に厚生労働大臣が定める

施設基準に適合するものとして地方厚生局長 施設基準に適合するものとして地方厚生局長

等に届け出ていた病棟であって、当該基準の 等に届け出ていた病棟であって、当該基準の

うち別に厚生労働大臣が定めるもののみに適 うち別に厚生労働大臣が定めるもののみに適

合しなくなったものとして地方厚生局長等に 合しなくなったものとして地方厚生局長等に

届け出た病棟については、当該病棟に入院し 届け出た病棟については、当該病棟に入院し

ている患者（第３節の特定入院料を算定する ている患者（第３節の特定入院料を算定する

患者を除く。）について、当該基準に適合し 患者を除く。）について、当該基準に適合し

なくなった後の直近３月に限り、月平均夜勤 なくなった後の直近３月に限り、月平均夜勤

時間超過減算として、それぞれの所定点数か 時間超過減算として、それぞれの所定点数か

ら100分の20に相当する点数を減算する。な ら100分の15に相当する点数を減算する。な

お、別に厚生労働大臣が定める場合には、算 お、別に厚生労働大臣が定める場合には、算

定できない。 定できない。

【注の見直し】 注４ 当該患者が他の保険医療機関から転院して 注４ 当該患者が他の保険医療機関から転院して

きた者であって、当該他の保険医療機関にお きた者であって、当該他の保険医療機関にお

いて区分番号Ａ２３８－３に掲げる新生児特 いて区分番号Ａ２４６に掲げる退院支援加算

定集中治療室退院調整加算１又は新生児特定 ３を算定したものである場合には、重症児

集中治療室退院調整加算２を算定したもので （者）受入連携加算として、入院初日に限り

ある場合には、重症児（者）受入連携加算と 2,000点を所定点数に加算する。

して、入院初日に限り2,000点を所定点数に

加算する。
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ウ 退院支援加算（１のロ及び２のロに限

る。）

ヰ 認知症ケア加算

【注の追加】 （追加） 注８ 注６に規定する点数を算定する患者に対し

て行った第３部検査、第５部投薬、第６部注

射及び第13部病理診断並びに第４部画像診断

及び第９部処置のうち別に厚生労働大臣が定

める画像診断及び処置の費用（フィルムの費

用を含み、別に厚生労働大臣が定める薬剤及

び注射薬の費用を除く。）は、当該入院基本

料に含まれるものとする。ただし、患者の急

性増悪により、同一の保険医療機関の他の一

般病棟へ転棟又は別の保険医療機関の一般病

棟へ転院する場合には、その日から起算して

３日前までの当該費用については、この限り

でない。

Ａ１０８ 有床診療所入院基本料（１

日につき）

【注の見直し】 注２ 当該患者が他の保険医療機関から転院して 注２ 当該患者が他の保険医療機関から転院して

きた者であって、当該他の保険医療機関にお きた者であって、当該他の保険医療機関にお

いて区分番号Ａ２３８－３に掲げる新生児特 いて区分番号Ａ２４６に掲げる退院支援加算

定集中治療室退院調整加算１又は新生児特定 ３を算定したものである場合には、重症児

集中治療室退院調整加算２を算定したもので （者）受入連携加算として、入院初日に限り

ある場合には、重症児（者）受入連携加算と 2,000点を所定点数に加算する。

して、入院初日に限り2,000点を所定点数に

加算する。
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【注の見直し】 注６ 看護配置等につき別に厚生労働大臣が定め 注６ 看護配置等につき別に厚生労働大臣が定め

る施設基準に適合しているものとして地方厚 る施設基準に適合しているものとして地方厚

生局長等に届け出た診療所である保険医療機 生局長等に届け出た診療所である保険医療機

関に入院している患者については、当該基準 関に入院している患者については、当該基準

に係る区分に従い、次に掲げる点数をそれぞ に係る区分に従い、次に掲げる点数をそれぞ

れ１日につき所定点数に加算する。 れ１日につき所定点数に加算する。

イ・ロ （略） イ・ロ （略）

ハ 夜間看護配置加算１ 80点 ハ 夜間看護配置加算１ 85点

ニ 夜間看護配置加算２ 30点 ニ 夜間看護配置加算２ 35点

ホ・ヘ （略） ホ・ヘ （略）

【注の見直し】 注８ 当該診療所においては、第２節の各区分に 注８ 当該診療所においては、第２節の各区分に

掲げる入院基本料等加算のうち、次に掲げる 掲げる入院基本料等加算のうち、次に掲げる

加算について、同節に規定する算定要件を満 加算について、同節に規定する算定要件を満

たす場合に算定できる。 たす場合に算定できる。

イ～ラ （略） イ～ラ （略）

ム 退院調整加算

ウ・ヰ （略） ム・ウ （略）

ヰ 退院支援加算（１のイ及び２のイに限

る。）

ノ 薬剤総合評価調整加算

【注の追加】 （追加） 注11 有床診療所入院基本料１、有床診療所入院

基本料２又は有床診療所入院基本料３を算定

する診療所である保険医療機関であって、別

に厚生労働大臣が定める施設基準に適合する

SUGATA
ハイライト表示
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ものとして地方厚生局長等に届け出たものに

入院している患者については、有床診療所在

宅復帰機能強化加算として、入院日から起算

して15日以降に１日につき５点を所定点数に

加算する。

Ａ１０９ 有床診療所療養病床入院基

本料（１日につき）

【注の見直し】 注５ 当該患者が他の保険医療機関から転院して 注５ 当該患者が他の保険医療機関から転院して

きた者であって、当該他の保険医療機関にお きた者であって、当該他の保険医療機関にお

いて区分番号Ａ２３８－３に掲げる新生児特 いて区分番号Ａ２４６に掲げる退院支援加算

定集中治療室退院調整加算１又は新生児特定 ３を算定したものである場合には、重症児

集中治療室退院調整加算２を算定したもので （者）受入連携加算として、入院初日に限り

ある場合には、重症児（者）受入連携加算と 2,000点を所定点数に加算する。

して、入院初日に限り2,000点を所定点数に

加算する。

【注の見直し】 注８ 当該診療所においては、第２節の各区分に 注８ 当該診療所においては、第２節の各区分に

掲げる入院基本料等加算のうち、次に掲げる 掲げる入院基本料等加算のうち、次に掲げる

加算について、同節に規定する算定要件を満 加算について、同節に規定する算定要件を満

たす場合に算定できる。 たす場合に算定できる。

イ～カ （略） イ～カ （略）

ヨ 退院調整加算

タ 地域連携認知症支援加算

レ （略） ヨ （略）

タ 退院支援加算（１のロ及び２のロに限

る。）

レ 薬剤総合評価調整加算
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【注の追加】 （追加） 注11 有床診療所療養病床入院基本料を算定する

診療所である保険医療機関であって、別に厚

生労働大臣が定める施設基準に適合するもの

として地方厚生局長等に届け出たものに入院

している患者については、有床診療所療養病

床在宅復帰機能強化加算として、１日につき

10点を所定点数に加算する。

第２節 入院基本料等加算

Ａ２００ 総合入院体制加算（１日に

つき）

【項目の見直し】 １ 総合入院体制加算１ 240点 １ 総合入院体制加算１ 240点

２ 総合入院体制加算２ 120点 ２ 総合入院体制加算２ 180点

３ 総合入院体制加算３ 120点

Ａ２０５ 救急医療管理加算（１日に

つき）

【点数の見直し】 １ 救急医療管理加算１ 800点 900点

２ 救急医療管理加算２ 400点 300点

Ａ２０７－２ 医師事務作業補助体制

加算（入院初日）

【点数の見直し】 １ 医師事務作業補助体制加算１ １ 医師事務作業補助体制加算１

イ 15対１補助体制加算 860点 870点
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【点数の見直し】 200点 300点

【注の見直し】 注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し 注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し

ているものとして地方厚生局長等に届け出た保 ているものとして地方厚生局長等に届け出た保

険医療機関において、抑うつ若しくはせん妄を 険医療機関において、抑うつ若しくはせん妄を

有する患者、精神疾患を有する患者又は自殺企 有する患者、精神疾患を有する患者又は自殺企

図により入院した患者に対して、当該保険医療 図により入院した患者に対して、当該保険医療

機関の精神科の医師、看護師、精神保健福祉士 機関の精神科の医師、看護師、精神保健福祉士

等が共同して、当該患者の精神症状の評価等の 等が共同して、当該患者の精神症状の評価等の

必要な診療を行った場合に、当該患者（第１節 必要な診療を行った場合に、当該患者（第１節

の入院基本料（特別入院基本料等を除く。）又 の入院基本料（特別入院基本料等を除く。）又

は第３節の特定入院料のうち、精神科リエゾン は第３節の特定入院料のうち、精神科リエゾン

チーム加算を算定できるものを現に算定してい チーム加算を算定できるものを現に算定してい

る患者に限る。）について、所定点数に加算す る患者に限る。）について、所定点数に加算す

る。 る。ただし、区分番号Ａ２４７に掲げる認知症

ケア加算１は別に算定できない。

Ａ２３２ がん診療連携拠点病院加算

（入院初日）

【項目の見直し】 がん診療連携拠点病院加算（入院初日） 500点 がん拠点病院加算（入院初日）

１ がん診療連携拠点病院加算

イ がん診療連携拠点病院 500点

ロ 地域がん診療病院 300点

２ 小児がん拠点病院加算 750点

【注の見直し】 注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し 注 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす

ているものとして地方厚生局長等に届け出た保 保険医療機関に、別の保険医療機関等からの紹
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再入院初日に限り所定点数に加算する。

Ａ２３８－９ 地域連携認知症集中治 1,500点 （削除）

療加算（退院時１回） 注 認知症に対する短期的かつ集中的な治療のた

め、他の保険医療機関の病棟（区分番号Ａ１０

【削除】 １に掲げる療養病棟入院基本料を算定する病棟

に限る。）又は病床（区分番号Ａ１０９に掲げ

る有床診療所療養病床入院基本料を算定する病

床に限る。）から転院してきた患者について必

要な診療を行い、当該患者に係る診療情報を文

書により提供した上で、当該転院の日から60日

以内に当該他の保険医療機関の病棟又は病床に

再び転院させた場合に、当該患者（第３節の特

定入院料のうち、地域連携認知症集中治療加算

を算定できるものを現に算定している患者に限

る。）について、退院時に所定点数に加算す

る。

Ａ２４３ 後発医薬品使用体制加算

（入院初日）

【項目の見直し】 １ 後発医薬品使用体制加算１ 35点 １ 後発医薬品使用体制加算１ 42点

２ 後発医薬品使用体制加算２ 28点 ２ 後発医薬品使用体制加算２ 35点

３ 後発医薬品使用体制加算３ 28点

Ａ２４４ 病棟薬剤業務実施加算（週

１回）

【項目の見直し】 病棟薬剤業務実施加算（週１回） 100点 病棟薬剤業務実施加算
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１ 病棟薬剤業務実施加算１（週１回）

100点

２ 病棟薬剤業務実施加算２（１日につき）

80点

【注の見直し】 注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し 注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し

ているものとして地方厚生局長等に届け出た保 ているものとして地方厚生局長等に届け出た保

険医療機関に入院している患者について、薬剤 険医療機関に入院している患者について、薬剤

師が病棟において病院勤務医等の負担軽減及び 師が病棟等において病院勤務医等の負担軽減及

薬物療法の有効性、安全性の向上に資する薬剤 び薬物療法の有効性、安全性の向上に資する薬

関連業務を実施している場合に、当該患者（第 剤関連業務を実施している場合に、当該患者

１節の入院基本料（特別入院基本料等を除く。 （第１節の入院基本料（特別入院基本料等を除

）のうち、病棟薬剤業務実施加算を算定できる く。）及び第３節の特定入院料のうち、病棟薬

ものを現に算定している患者に限る。）につい 剤業務実施加算１又は病棟薬剤業務実施加算２

て、週１回に限り所定点数に加算する。この場 を算定できるものを現に算定している患者に限

合において、療養病棟入院基本料、精神病棟入 る。）について、病棟薬剤業務実施加算１にあ

院基本料又は特定機能病院入院基本料（精神病 っては週１回に限り、病棟薬剤業務実施加算２

棟に限る。）を算定している患者については、 にあっては１日につき所定点数に加算する。こ

入院した日から起算して８週間を限度とする。 の場合において、療養病棟入院基本料、精神病

棟入院基本料又は特定機能病院入院基本料（精

神病棟に限る。）を算定している患者について

は、入院した日から起算して８週間を限度とす

る。

Ａ２４５ データ提出加算（入院中１

回）

【点数の見直し】 １ データ提出加算１

イ 200床以上の病院の場合 100点 120点
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【新設】 （新設） Ａ２５０ 薬剤総合評価調整加算（退院時１回）

250点

注 入院中の患者について、以下のいずれかに該

当する場合に、退院時１回に限り所定点数に加

算する。

イ 入院前に６種類以上の内服薬（特に規定す

るものを除く。）が処方されていた患者につ

いて、当該処方の内容を総合的に評価及び調

整し、当該患者の退院時に処方する内服薬が

２種類以上減少した場合

ロ 精神病棟に入院中の患者であって、入院直

前又は退院１年前のいずれか遅い時点で抗精

神病薬を４種類以上内服していたものについ

て、退院日までの間に、抗精神病薬の種類数

が２種類以上減少した場合その他これに準ず

る場合

第３節 特定入院料

Ａ３００ 救命救急入院料（１日につ

き）

【注の見直し】 注２ 当該保険医療機関において、自殺企図等に 注２ 当該保険医療機関において、自殺企図等に

よる重篤な患者であって精神疾患を有するも よる重篤な患者であって精神疾患を有するも

の又はその家族等からの情報等に基づいて、 の又はその家族等からの情報等に基づいて、

当該保険医療機関の精神保健及び精神障害者 当該保険医療機関の精神保健指定医又は精神

福祉に関する法律第18条第１項に規定する精 科の医師が、当該患者の精神疾患にかかわる

神保健指定医（以下この表において「精神保 診断治療等を行った場合は、当該精神保健指

SUGATA
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健指定医」という。）又は精神科の医師が、 定医等による最初の診療時に限り、3,000点

当該患者の精神疾患にかかわる診断治療等を を所定点数に加算する。なお、精神疾患診療

行った場合は、当該精神保健指定医等による 体制加算は同時に算定できない。

最初の診療時に限り、3,000点を所定点数に

加算する。

【注の見直し】 注８ 第１章基本診療料並びに第２章第３部検査 注８ 第１章基本診療料並びに第２章第３部検査

、第６部注射、第９部処置及び第13部病理診 、第６部注射、第９部処置及び第13部病理診

断のうち次に掲げるものは、救命救急入院料 断のうち次に掲げるものは、救命救急入院料

に含まれるものとする。 に含まれるものとする。

イ （略） イ （略）

ロ 入院基本料等加算（臨床研修病院入院診 ロ 入院基本料等加算（臨床研修病院入院診

療加算、超急性期脳卒中加算、妊産婦緊急 療加算、超急性期脳卒中加算、妊産婦緊急

搬送入院加算、医師事務作業補助体制加算 搬送入院加算、医師事務作業補助体制加算

（特定機能病院の病棟を除く。）、地域加 （特定機能病院の病棟にあっては、医師事

算、離島加算、医療安全対策加算、感染防 務作業補助体制加算２を除く。）、地域加

止対策加算、患者サポート体制充実加算、 算、離島加算、医療安全対策加算、感染防

褥瘡ハイリスク患者ケア加算、新生児特定 止対策加算、患者サポート体制充実加算、

集中治療室退院調整加算、救急搬送患者地 褥瘡ハイリスク患者ケア加算、病棟薬剤業

域連携紹介加算及びデータ提出加算を除 務実施加算２、データ提出加算、退院支援

く。） 加算（１のイ及び３に限る。）、認知症ケ

ア加算、精神疾患診療体制加算及び薬剤総

合評価調整加算を除く。）

ハ～チ （略） ハ～チ （略）

Ａ３０１ 特定集中治療室管理料（１

日につき）

【注の見直し】 注３ 第１章基本診療料並びに第２章第３部検査 注３ 第１章基本診療料並びに第２章第３部検査
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、第６部注射、第９部処置及び第13部病理診 、第６部注射、第９部処置及び第13部病理診

断のうち次に掲げるものは、特定集中治療室 断のうち次に掲げるものは、特定集中治療室

管理料に含まれるものとする。 管理料に含まれるものとする。

イ （略） イ （略）

ロ 入院基本料等加算（臨床研修病院入院診 ロ 入院基本料等加算（臨床研修病院入院診

療加算、超急性期脳卒中加算、妊産婦緊急 療加算、超急性期脳卒中加算、妊産婦緊急

搬送入院加算、医師事務作業補助体制加算 搬送入院加算、医師事務作業補助体制加算

、地域加算、離島加算、精神科リエゾンチ 、地域加算、離島加算、精神科リエゾンチ

ーム加算、がん診療連携拠点病院加算、医 ーム加算、がん拠点病院加算、医療安全対

療安全対策加算、感染防止対策加算、患者 策加算、感染防止対策加算、患者サポート

サポート体制充実加算、褥瘡ハイリスク患 体制充実加算、褥瘡ハイリスク患者ケア加

者ケア加算、新生児特定集中治療室退院調 算、病棟薬剤業務実施加算２、データ提出

整加算、救急搬送患者地域連携紹介加算、 加算、退院支援加算（１のイ及び３に限

救急搬送患者地域連携受入加算及びデータ る。）、認知症ケア加算及び精神疾患診療

提出加算を除く。） 体制加算を除く。）

ハ～チ （略） ハ～チ （略）

Ａ３０１－２ ハイケアユニット入院

医療管理料（１日につき

）

【注の見直し】 注２ 第１章基本診療料並びに第２章第３部検査 注２ 第１章基本診療料並びに第２章第３部検査

、第６部注射、第９部処置及び第13部病理診 、第６部注射、第９部処置及び第13部病理診

断のうち次に掲げるものは、ハイケアユニッ 断のうち次に掲げるものは、ハイケアユニッ

ト入院医療管理料に含まれるものとする。 ト入院医療管理料に含まれるものとする。

イ （略） イ （略）

ロ 入院基本料等加算（臨床研修病院入院診 ロ 入院基本料等加算（臨床研修病院入院診

療加算、超急性期脳卒中加算、妊産婦緊急 療加算、超急性期脳卒中加算、妊産婦緊急

搬送入院加算、医師事務作業補助体制加算 搬送入院加算、医師事務作業補助体制加算

、地域加算、離島加算、精神科リエゾンチ 、地域加算、離島加算、精神科リエゾンチ

SUGATA
ハイライト表示
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ーム加算、がん診療連携拠点病院加算、医 ーム加算、がん拠点病院加算、医療安全対

療安全対策加算、感染防止対策加算、患者 策加算、感染防止対策加算、患者サポート

サポート体制充実加算、褥瘡ハイリスク患 体制充実加算、褥瘡ハイリスク患者ケア加

者ケア加算、新生児特定集中治療室退院調 算、データ提出加算、退院支援加算（１の

整加算、救急搬送患者地域連携紹介加算、 イ及び３に限る。）、認知症ケア加算及び

救急搬送患者地域連携受入加算及びデータ 精神疾患診療体制加算を除く。）

提出加算を除く。）

ハ～チ （略） ハ～チ （略）

Ａ３０１－３ 脳卒中ケアユニット入

院医療管理料（１日につ

き）

【注の見直し】 注２ 第１章基本診療料並びに第２章第３部検査 注２ 第１章基本診療料並びに第２章第３部検査

、第６部注射、第９部処置及び第13部病理診 、第６部注射、第９部処置及び第13部病理診

断のうち次に掲げるものは、脳卒中ケアユニ 断のうち次に掲げるものは、脳卒中ケアユニ

ット入院医療管理料に含まれるものとする。 ット入院医療管理料に含まれるものとする。

イ （略） イ （略）

ロ 入院基本料等加算（臨床研修病院入院診 ロ 入院基本料等加算（臨床研修病院入院診

療加算、超急性期脳卒中加算、妊産婦緊急 療加算、超急性期脳卒中加算、妊産婦緊急

搬送入院加算、医師事務作業補助体制加算 搬送入院加算、医師事務作業補助体制加算

、地域加算、離島加算、精神科リエゾンチ 、地域加算、離島加算、精神科リエゾンチ

ーム加算、医療安全対策加算、感染防止対 ーム加算、医療安全対策加算、感染防止対

策加算、患者サポート体制充実加算、褥瘡 策加算、患者サポート体制充実加算、褥瘡

ハイリスク患者ケア加算、新生児特定集中 ハイリスク患者ケア加算、病棟薬剤業務実

治療室退院調整加算、救急搬送患者地域連 施加算２、データ提出加算、退院支援加算

携紹介加算、救急搬送患者地域連携受入加 （１のイ及び３に限る。）、認知症ケア加

算及びデータ提出加算を除く。） 算及び精神疾患診療体制加算を除く。）

ハ～チ （略） ハ～チ （略）

SUGATA
ハイライト表示

SUGATA
ハイライト表示
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Ａ３０１－４ 小児特定集中治療室管

理料（１日につき）

【項目の見直し】 １ ７日以内の期間 15,752点 １ ７日以内の期間 15,752点

２ ８日以上14日以内の期間 13,720点 ２ ８日以上の期間 13,720点

【注の見直し】 注１ 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合 注１ 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合

しているものとして地方厚生局長等に届け出 しているものとして地方厚生局長等に届け出

た保険医療機関において、15歳未満の小児に た保険医療機関において、15歳未満の小児に

対し、必要があって小児特定集中治療室管理 対し、必要があって小児特定集中治療室管理

が行われた場合に、14日を限度として算定す が行われた場合に、14日（急性血液浄化（腹

る。 膜透析を除く。）を必要とする状態、心臓手

術ハイリスク群、左心低形成症候群、急性呼

吸窮迫症候群又は心筋炎・心筋症のいずれか

に該当する小児にあっては21日、体外式心肺

補助（ＥＣＭＯ）を必要とする状態の小児に

あっては35日）を限度として算定する。

【注の見直し】 注２ 第１章基本診療料並びに第２章第３部検査 注２ 第１章基本診療料並びに第２章第３部検査

、第６部注射、第９部処置及び第13部病理診 、第６部注射、第９部処置及び第13部病理診

断のうち次に掲げるものは、小児特定集中治 断のうち次に掲げるものは、小児特定集中治

療室管理料に含まれるものとする。 療室管理料に含まれるものとする。

イ （略） イ （略）

ロ 入院基本料等加算（臨床研修病院入院診 ロ 入院基本料等加算（臨床研修病院入院診

療加算、超急性期脳卒中加算、医師事務作 療加算、超急性期脳卒中加算、医師事務作

業補助体制加算、地域加算、離島加算、医 業補助体制加算、地域加算、離島加算、医

療安全対策加算、感染防止対策加算、患者 療安全対策加算、感染防止対策加算、患者

サポート体制充実加算、褥瘡ハイリスク患 サポート体制充実加算、褥瘡ハイリスク患
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者ケア加算、救急搬送患者地域連携紹介加 者ケア加算、病棟薬剤業務実施加算２、デ

算、救急搬送患者地域連携受入加算及びデ ータ提出加算、退院支援加算（１のイ及び

ータ提出加算を除く。） ３に限る。）及び精神疾患診療体制加算を

除く。）

ハ～チ （略） ハ～チ （略）

Ａ３０２ 新生児特定集中治療室管理

料（１日につき）

【注の見直し】 注２ 第１章基本診療料並びに第２章第３部検査 注２ 第１章基本診療料並びに第２章第３部検査

、第６部注射、第９部処置及び第13部病理診 、第６部注射、第９部処置及び第13部病理診

断のうち次に掲げるものは、新生児特定集中 断のうち次に掲げるものは、新生児特定集中

治療室管理料に含まれるものとする。 治療室管理料に含まれるものとする。

イ （略） イ （略）

ロ 入院基本料等加算（臨床研修病院入院診 ロ 入院基本料等加算（臨床研修病院入院診

療加算、超急性期脳卒中加算、医師事務作 療加算、超急性期脳卒中加算、医師事務作

業補助体制加算、地域加算、離島加算、医 業補助体制加算、地域加算、離島加算、医

療安全対策加算、感染防止対策加算、患者 療安全対策加算、感染防止対策加算、患者

サポート体制充実加算、褥瘡ハイリスク患 サポート体制充実加算、褥瘡ハイリスク患

者ケア加算、新生児特定集中治療室退院調 者ケア加算、病棟薬剤業務実施加算２、デ

整加算、救急搬送患者地域連携紹介加算及 ータ提出加算及び退院支援加算（１のイ及

びデータ提出加算を除く。） び３に限る。）を除く。）

ハ～チ （略） ハ～チ （略）

Ａ３０３ 総合周産期特定集中治療室

管理料（１日につき）

【注の見直し】 注２ 第１章基本診療料並びに第２章第３部検査 注２ 第１章基本診療料並びに第２章第３部検査

、第６部注射、第９部処置及び第13部病理診 、第６部注射、第９部処置及び第13部病理診

断のうち次に掲げるものは、総合周産期特定 断のうち次に掲げるものは、総合周産期特定

SUGATA
ハイライト表示

SUGATA
ハイライト表示
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集中治療室管理料（チにあっては新生児集中 集中治療室管理料（チにあっては新生児集中

治療室管理料に限り、トにあっては母体・胎 治療室管理料に限り、トにあっては母体・胎

児集中治療室管理料に限る。）に含まれるも 児集中治療室管理料に限る。）に含まれるも

のとする。 のとする。

イ （略） イ （略）

ロ 入院基本料等加算（臨床研修病院入院診 ロ 入院基本料等加算（臨床研修病院入院診

療加算、超急性期脳卒中加算、妊産婦緊急 療加算、超急性期脳卒中加算、妊産婦緊急

搬送入院加算、医師事務作業補助体制加算 搬送入院加算、医師事務作業補助体制加算

、地域加算、離島加算、医療安全対策加算 、地域加算、離島加算、医療安全対策加算

、感染防止対策加算、患者サポート体制充 、感染防止対策加算、患者サポート体制充

実加算、褥瘡ハイリスク患者ケア加算、新 実加算、褥瘡ハイリスク患者ケア加算、病

生児特定集中治療室退院調整加算、救急搬 棟薬剤業務実施加算２、データ提出加算、

送患者地域連携紹介加算及びデータ提出加 退院支援加算（１のイ及び３に限る。）及

算を除く。） び精神疾患診療体制加算を除く。）

ハ～リ （略） ハ～リ （略）

Ａ３０３－２ 新生児治療回復室入院

医療管理料（１日につき

）

【注の見直し】 注２ 第１章基本診療料並びに第２章第３部検査 注２ 第１章基本診療料並びに第２章第３部検査

、第６部注射、第９部処置及び第13部病理診 、第６部注射、第９部処置及び第13部病理診

断のうち次に掲げるものは、新生児治療回復 断のうち次に掲げるものは、新生児治療回復

室入院医療管理料に含まれるものとする。 室入院医療管理料に含まれるものとする。

イ （略） イ （略）

ロ 入院基本料等加算（臨床研修病院入院診 ロ 入院基本料等加算（臨床研修病院入院診

療加算、超急性期脳卒中加算、医師事務作 療加算、超急性期脳卒中加算、医師事務作

業補助体制加算、地域加算、離島加算、医 業補助体制加算、地域加算、離島加算、医

療安全対策加算、感染防止対策加算、患者 療安全対策加算、感染防止対策加算、患者

サポート体制充実加算、褥瘡ハイリスク患 サポート体制充実加算、褥瘡ハイリスク患

SUGATA
ハイライト表示

SUGATA
ハイライト表示
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域加算、離島加算、小児療養環境特別加算、 助体制加算、超重症児（者）入院診療加算・

強度行動障害入院医療管理加算、摂食障害入 準超重症児（者）入院診療加算、地域加算、

院医療管理加算、医療安全対策加算、感染防 離島加算、小児療養環境特別加算、強度行動

止対策加算、患者サポート体制充実加算、褥 障害入院医療管理加算、摂食障害入院医療管

瘡ハイリスク患者ケア加算、新生児特定集中 理加算、医療安全対策加算、感染防止対策加

治療室退院調整加算、救急搬送患者地域連携 算、患者サポート体制充実加算、褥瘡ハイリ

紹介加算、救急搬送患者地域連携受入加算及 スク患者ケア加算、データ提出加算、退院支

びデータ提出加算を除く。）は、小児入院医 援加算（１のイ及び３に限る。）及び精神疾

療管理料５に含まれるものとする。 患診療体制加算（精神病棟を除く。）を除

く。）は、小児入院医療管理料５に含まれる

ものとする。

Ａ３０８ 回復期リハビリテーション

病棟入院料（１日につき）

【注の見直し】 注４ 診療に係る費用（注２、注３及び注５に規 注４ 診療に係る費用（注２、注３及び注５に規

定する加算、当該患者に対して行った第２章 定する加算、当該患者に対して行った第２章

第２部在宅医療、第７部リハビリテーション 第２部在宅医療、第７部リハビリテーション

の費用、第２節に規定する臨床研修病院入院 の費用（別に厚生労働大臣が定める費用を除

診療加算、医師事務作業補助体制加算（一般 く。）、第２節に規定する臨床研修病院入院

病棟に限る。）、地域加算、離島加算、医療 診療加算、医師事務作業補助体制加算（一般

安全対策加算、感染防止対策加算、患者サポ 病棟に限る。）、地域加算、離島加算、医療

ート体制充実加算、救急搬送患者地域連携受 安全対策加算、感染防止対策加算、患者サポ

入加算（一般病棟に限る。）並びにデータ提 ート体制充実加算、データ提出加算、退院支

出加算、区分番号Ｂ００５－３に掲げる地域 援加算（１のイに限る。）、認知症ケア加算

連携診療計画退院時指導料(Ⅰ)、区分番号Ｊ０ 並びに薬剤総合評価調整加算、区分番号Ｊ０

３８に掲げる人工腎臓並びに除外薬剤・注射 ３８に掲げる人工腎臓並びに除外薬剤・注射

薬の費用を除く。）は、回復期リハビリテー 薬の費用を除く。）は、回復期リハビリテー

ション病棟入院料に含まれるものとする。 ション病棟入院料に含まれるものとする。

SUGATA
ハイライト表示
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【注の見直し】 注５ 回復期リハビリテーション病棟入院料を算 注５ 回復期リハビリテーション病棟入院料を算

定する患者（回復期リハビリテーション病棟 定する患者（回復期リハビリテーション病棟

入院料１を現に算定している患者に限る。） 入院料１を現に算定している患者に限る。）

が入院する病棟について、別に厚生労働大臣 が入院する病棟について、別に厚生労働大臣

が定める施設基準を満たす場合（注１のただ が定める施設基準を満たす場合（注１のただ

し書に規定する場合を除く。）は、体制強化 し書に規定する場合を除く。）は、当該基準

加算として、患者１人につき１日につき200 に係る区分に従い、患者１人につき１日につ

点を所定点数に加算する。 き次に掲げる点数をそれぞれ所定点数に加算

する。

イ 体制強化加算１ 200点

ロ 体制強化加算２ 120点

Ａ３０８－３ 地域包括ケア病棟入院

料（１日につき）

【注の見直し】 注６ 診療に係る費用（注３から注５に規定する 注６ 診療に係る費用（注３から注５までに規定

加算、第２節に規定する臨床研修病院入院診 する加算、第２節に規定する臨床研修病院入

療加算、在宅患者緊急入院診療加算、医師事 院診療加算、在宅患者緊急入院診療加算、医

務作業補助体制加算（一般病棟に限る。）、 師事務作業補助体制加算（一般病棟に限る。

地域加算、離島加算、医療安全対策加算、感 ）、地域加算、離島加算、医療安全対策加算

染防止対策加算、患者サポート体制充実加算 、感染防止対策加算、患者サポート体制充実

、救急搬送患者地域連携受入加算（一般病棟 加算、データ提出加算、退院支援加算（１の

に限る。）及びデータ提出加算、区分番号Ｂ イ及び４に限る。）及び認知症ケア加算、第

００５－３に掲げる地域連携診療計画退院時 ２章第２部在宅医療、区分番号Ｈ００４に掲

指導料(Ⅰ)、第２章第２部在宅医療、区分番号 げる摂食機能療法、区分番号Ｊ０３８に掲げ

Ｈ００４に掲げる摂食機能療法、区分番号Ｊ る人工腎臓、第10部手術、第11部麻酔並びに

０３８に掲げる人工腎臓並びに別に厚生労働 別に厚生労働大臣が定める除外薬剤・注射薬

大臣が定める除外薬剤・注射薬の費用を除 の費用を除く。）は、地域包括ケア病棟入院

く。）は、地域包括ケア病棟入院料１、地域 料１、地域包括ケア入院医療管理料１、地域
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Ａ３１１ 精神科救急入院料（１日に

つき）

【注の見直し】 注２ 診療に係る費用（注３及び注４に規定する 注２ 診療に係る費用（注３及び注４に規定する

加算、第２節に規定する臨床研修病院入院診 加算、第２節に規定する臨床研修病院入院診

療加算、医師事務作業補助体制加算、地域加 療加算、医師事務作業補助体制加算、地域加

算、離島加算、精神科措置入院診療加算、精 算、離島加算、精神科措置入院診療加算、精

神科応急入院施設管理加算、精神科身体合併 神科応急入院施設管理加算、精神科身体合併

症管理加算、医療安全対策加算、感染防止対 症管理加算、医療安全対策加算、感染防止対

策加算、患者サポート体制充実加算、褥瘡ハ 策加算、患者サポート体制充実加算、褥瘡ハ

イリスク患者ケア加算、精神科救急搬送患者 イリスク患者ケア加算、精神科救急搬送患者

地域連携紹介加算及びデータ提出加算並びに 地域連携紹介加算、データ提出加算及び薬剤

第２章第８部精神科専門療法、第10部手術、 総合評価調整加算並びに第２章第８部精神科

第11部麻酔及び第12部放射線治療に係る費用 専門療法、第10部手術、第11部麻酔及び第12

を除く。）は、精神科救急入院料に含まれる 部放射線治療に係る費用を除く。）は、精神

ものとする。 科救急入院料に含まれるものとする。

Ａ３１１－２ 精神科急性期治療病棟

入院料（１日につき）

【注の見直し】 注２ 診療に係る費用（注３から注５に規定する 注２ 診療に係る費用（注３及び注４に規定する

加算、第２節に規定する臨床研修病院入院診 加算、第２節に規定する臨床研修病院入院診

療加算、妊産婦緊急搬送入院加算、医師事務 療加算、妊産婦緊急搬送入院加算、医師事務

作業補助体制加算（精神科急性期治療病棟入 作業補助体制加算（精神科急性期治療病棟入

院料１を算定するものに限る。）、地域加算 院料１を算定するものに限る。）、地域加算

、離島加算、精神科措置入院診療加算、精神 、離島加算、精神科措置入院診療加算、精神

科応急入院施設管理加算、精神科身体合併症 科応急入院施設管理加算、精神科身体合併症

管理加算、重度アルコール依存症入院医療管 管理加算、重度アルコール依存症入院医療管

理加算、医療安全対策加算、感染防止対策加 理加算、医療安全対策加算、感染防止対策加
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算、患者サポート体制充実加算、褥瘡ハイリ 算、患者サポート体制充実加算、褥瘡ハイリ

スク患者ケア加算、精神科救急搬送患者地域 スク患者ケア加算、精神科救急搬送患者地域

連携紹介加算及びデータ提出加算並びに第２ 連携紹介加算、データ提出加算、精神科急性

章第８部精神科専門療法、第10部手術、第11 期医師配置加算（精神科急性期治療病棟入院

部麻酔及び第12部放射線治療に係る費用を除 料１を算定するものに限る。）及び薬剤総合

く。）は、精神科急性期治療病棟入院料に含 評価調整加算並びに第２章第８部精神科専門

まれるものとする。 療法、第10部手術、第11部麻酔及び第12部放

射線治療に係る費用を除く。）は、精神科急

性期治療病棟入院料に含まれるものとする。

【注の削除】 注４ 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合 （削除）

しているものとして地方厚生局長等に届け出

た病棟に入院している患者（精神科急性期治

療病棟入院料１を算定する患者に限る。）に

ついては、精神科急性期医師配置加算として

、１日につき500点を所定点数に加算する。

【注の見直し】 注５ 当該病棟に入院している、別に厚生労働大 注４ 当該病棟に入院している、別に厚生労働大

臣が定める状態にある患者（注４に規定する 臣が定める状態にある患者（区分番号Ａ２４

加算を算定できるものを現に算定している患 ９に掲げる精神科急性期医師配置加算を算定

者に限る。）に対して、入院した日から起算 できるものを現に算定している患者に限る。

して７日以内に、当該保険医療機関の医師、 ）に対して、入院した日から起算して７日以

看護師、精神保健福祉士等が共同して院内標 内に、当該保険医療機関の医師、看護師、精

準診療計画を作成し、当該患者が入院した日 神保健福祉士等が共同して院内標準診療計画

から起算して60日以内に当該計画に基づき退 を作成し、当該患者が入院した日から起算し

院した場合に、院内標準診療計画加算として て60日以内に当該計画に基づき退院した場合

、退院時１回に限り200点を所定点数に加算 に、院内標準診療計画加算として、退院時１

する。 回に限り200点を所定点数に加算する。
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Ａ３１１－３ 精神科救急・合併症入

院料（１日につき）

【注の見直し】 注２ 診療に係る費用（注３及び注４に規定する 注２ 診療に係る費用（注３及び注４に規定する

加算、第２節に規定する臨床研修病院入院診 加算、第２節に規定する臨床研修病院入院診

療加算、妊産婦緊急搬送入院加算、医師事務 療加算、妊産婦緊急搬送入院加算、医師事務

作業補助体制加算、地域加算、離島加算、精 作業補助体制加算、地域加算、離島加算、精

神科措置入院診療加算、精神科応急入院施設 神科措置入院診療加算、精神科応急入院施設

管理加算、医療安全対策加算、感染防止対策 管理加算、医療安全対策加算、感染防止対策

加算、患者サポート体制充実加算、褥瘡ハイ 加算、患者サポート体制充実加算、褥瘡ハイ

リスク患者ケア加算、精神科救急搬送患者地 リスク患者ケア加算、精神科救急搬送患者地

域連携紹介加算並びにデータ提出加算並びに 域連携紹介加算、データ提出加算並びに薬剤

第２章第８部精神科専門療法、第10部手術、 総合評価調整加算並びに第２章第８部精神科

第11部麻酔及び第12部放射線治療に係る費用 専門療法、第10部手術、第11部麻酔及び第12

を除く。）は、精神科救急・合併症入院料に 部放射線治療に係る費用を除く。）は、精神

含まれるものとする。 科救急・合併症入院料に含まれるものとす

る。

Ａ３１１－４ 児童・思春期精神科入

院医療管理料（１日につ

き）

【注の見直し】 注２ 診療に要する費用（第２節に規定する臨床 注２ 診療に要する費用（第２節に規定する臨床

研修病院入院診療加算、地域加算、離島加算 研修病院入院診療加算、地域加算、離島加算

、強度行動障害入院医療管理加算、摂食障害 、強度行動障害入院医療管理加算、摂食障害

入院医療管理加算、医療安全対策加算、感染 入院医療管理加算、医療安全対策加算、感染

防止対策加算、患者サポート体制充実加算、 防止対策加算、患者サポート体制充実加算、

褥瘡ハイリスク患者ケア加算、救急搬送患者 褥瘡ハイリスク患者ケア加算、精神科救急搬

地域連携受入加算、精神科救急搬送患者地域 送患者地域連携受入加算、データ提出加算及
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連携受入加算及びデータ提出加算並びに第２ び薬剤総合評価調整加算並びに第２章第５部

章第５部投薬、第６部注射、第10部手術、第 投薬、第６部注射、第10部手術、第11部麻酔

11部麻酔及び第13部第２節病理診断・判断料 及び第13部第２節病理診断・判断料の費用を

の費用を除く。）は、児童・思春期精神科入 除く。）は、児童・思春期精神科入院医療管

院医療管理料に含まれるものとする。 理料に含まれるものとする。

Ａ３１２ 精神療養病棟入院料（１日

につき）

【注の見直し】 注２ 診療に係る費用（注３から注６に規定する 注２ 診療に係る費用（注３から注６までに規定

加算、第２節に規定する臨床研修病院入院診 する加算、第２節に規定する臨床研修病院入

療加算、地域加算、離島加算、精神科措置入 院診療加算、地域加算、離島加算、精神科措

院診療加算、精神科地域移行実施加算、医療 置入院診療加算、精神科地域移行実施加算、

安全対策加算、感染防止対策加算、患者サポ 医療安全対策加算、感染防止対策加算、患者

ート体制充実加算、精神科救急搬送患者地域 サポート体制充実加算、精神科救急搬送患者

連携受入加算及びデータ提出加算、第２章第 地域連携受入加算、データ提出加算及び薬剤

８部精神科専門療法に係る費用並びに除外薬 総合評価調整加算、第２章第８部精神科専門

剤・注射薬に係る費用を除く。）は、精神療 療法に係る費用並びに除外薬剤・注射薬に係

養病棟入院料に含まれるものとする。 る費用を除く。）は、精神療養病棟入院料に

含まれるものとする。

Ａ３１４ 認知症治療病棟入院料（１

日につき）

【注の見直し】 注４ 診療に係る費用（注２及び注３に規定する 注４ 診療に係る費用（注２及び注３に規定する

加算、第２節に規定する臨床研修病院入院診 加算、第２節に規定する臨床研修病院入院診

療加算、地域加算、離島加算、精神科措置入 療加算、地域加算、離島加算、精神科措置入

院診療加算、精神科身体合併症管理加算、医 院診療加算、精神科身体合併症管理加算、医

療安全対策加算、感染防止対策加算、患者サ 療安全対策加算、感染防止対策加算、患者サ

ポート体制充実加算、精神科救急搬送患者地 ポート体制充実加算、精神科救急搬送患者地

SUGATA
ハイライト表示

SUGATA
ハイライト表示

SUGATA
ハイライト表示



医科－基本診療料－63/71

域連携受入加算、地域連携認知症集中治療加 域連携受入加算、データ提出加算並びに薬剤

算並びにデータ提出加算、区分番号Ｈ００３ 総合評価調整加算、区分番号Ｈ００３―２に

―２に掲げるリハビリテーション総合計画評 掲げるリハビリテーション総合計画評価料、

価料、区分番号Ｈ００７―３に掲げる認知症 区分番号Ｈ００７―３に掲げる認知症患者リ

患者リハビリテーション料、第２章第８部精 ハビリテーション料、第２章第８部精神科専

神科専門療法に係る費用、区分番号Ｊ０３８ 門療法に係る費用、区分番号Ｊ０３８に掲げ

に掲げる人工腎臓（入院した日から起算して る人工腎臓（入院した日から起算して60日以

60日以内の期間に限る。）並びに除外薬剤・ 内の期間に限る。）並びに除外薬剤・注射薬

注射薬に係る費用を除く。）は、認知症治療 に係る費用を除く。）は、認知症治療病棟入

病棟入院料に含まれるものとする。 院料に含まれるものとする。

Ａ３１７ 特定一般病棟入院料（１日

につき）

【注の見直し】 注３ 当該患者が他の保険医療機関から転院して 注３ 当該患者が他の保険医療機関から転院して

きた者であって、当該他の保険医療機関にお きた者であって、当該他の保険医療機関にお

いて区分番号Ａ２３８－３に掲げる新生児特 いて区分番号Ａ２４６に掲げる退院支援加算

定集中治療室退院調整加算１又は新生児特定 ３を算定したものである場合には、重症児

集中治療室退院調整加算２を算定したもので （者）受入連携加算として、入院初日に限り

ある場合には、重症児（者）受入連携加算と 2,000点を所定点数に加算する。

して、入院初日に限り2,000点を所定点数に

加算する。

【注の見直し】 注６ 当該病棟においては、第２節の各区分に掲 注６ 当該病棟においては、第２節の各区分に掲

げる入院基本料等加算のうち、総合入院体制 げる入院基本料等加算のうち、総合入院体制

加算、臨床研修病院入院診療加算、救急医療 加算、臨床研修病院入院診療加算、救急医療

管理加算、超急性期脳卒中加算、妊産婦緊急 管理加算、超急性期脳卒中加算、妊産婦緊急

搬送入院加算、在宅患者緊急入院診療加算、 搬送入院加算、在宅患者緊急入院診療加算、

診療録管理体制加算、医師事務作業補助体制 診療録管理体制加算、医師事務作業補助体制
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加算、乳幼児加算・幼児加算、難病等特別入 加算、乳幼児加算・幼児加算、難病等特別入

院診療加算、超重症児（者）入院診療加算・ 院診療加算、超重症児（者）入院診療加算・

準超重症児（者）入院診療加算、看護配置加 準超重症児（者）入院診療加算、看護配置加

算、看護補助加算、地域加算、離島加算、療 算、看護補助加算、地域加算、離島加算、療

養環境加算、ＨＩＶ感染者療養環境特別加算 養環境加算、ＨＩＶ感染者療養環境特別加算

、二類感染症患者療養環境特別加算、重症者 、二類感染症患者療養環境特別加算、重症者

等療養環境特別加算、小児療養環境特別加算 等療養環境特別加算、小児療養環境特別加算

、無菌治療室管理加算、放射線治療病室管理 、無菌治療室管理加算、放射線治療病室管理

加算、緩和ケア診療加算、精神科リエゾンチ 加算、緩和ケア診療加算、精神科リエゾンチ

ーム加算、強度行動障害入院医療管理加算、 ーム加算、強度行動障害入院医療管理加算、

重度アルコール依存症入院医療管理加算、摂 重度アルコール依存症入院医療管理加算、摂

食障害入院医療管理加算、がん診療連携拠点 食障害入院医療管理加算、がん拠点病院加算

病院加算、栄養サポートチーム加算、医療安 、栄養サポートチーム加算、医療安全対策加

全対策加算、感染防止対策加算、患者サポー 算、感染防止対策加算、患者サポート体制充

ト体制充実加算、褥瘡ハイリスク患者ケア加 実加算、褥瘡ハイリスク患者ケア加算、ハイ

算、ハイリスク妊娠管理加算、ハイリスク分 リスク妊娠管理加算、ハイリスク分娩管理加

娩管理加算、退院調整加算、新生児特定集中 算、総合評価加算、呼吸ケアチーム加算、後

治療室退院調整加算、救急搬送患者地域連携 発医薬品使用体制加算、データ提出加算、退

紹介加算、救急搬送患者地域連携受入加算、 院支援加算（１のイ、２のイ及び３に限る。

総合評価加算、呼吸ケアチーム加算、後発医 ）、認知症ケア加算、精神疾患診療体制加算

薬品使用体制加算及びデータ提出加算につい 及び薬剤総合評価調整加算について、同節に

て、同節に規定する算定要件を満たす場合に 規定する算定要件を満たす場合に算定でき

算定できる。 る。

【注の見直し】 注８ 注７本文の規定により所定点数を算定する 注８ 注７本文の規定により所定点数を算定する

場合においては、診療に係る費用（区分番号 場合においては、診療に係る費用（区分番号

Ａ３０８－３に掲げる地域包括ケア病棟入院 Ａ３０８－３に掲げる地域包括ケア病棟入院

料の注３から注５までに規定する加算、第２ 料の注３から注５までに規定する加算、第２

節に規定する臨床研修病院入院診療加算、在 節に規定する臨床研修病院入院診療加算、在

SUGATA
ハイライト表示
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宅患者緊急入院診療加算、医師事務作業補助 宅患者緊急入院診療加算、医師事務作業補助

体制加算、地域加算、離島加算、医療安全対 体制加算、地域加算、離島加算、医療安全対

策加算、感染防止対策加算、患者サポート体 策加算、感染防止対策加算、患者サポート体

制充実加算、救急搬送患者地域連携受入加算 制充実加算、データ提出加算、退院支援加算

及びデータ提出加算、区分番号Ｂ００５－３ （１のイに限る。）及び認知症ケア加算、第

に掲げる地域連携診療計画退院時指導料(Ⅰ)、 ２章第２部在宅医療、区分番号Ｈ００４に掲

第２章第２部在宅医療、区分番号Ｈ００４に げる摂食機能療法、区分番号Ｊ０３８に掲げ

掲げる摂食機能療法、区分番号Ｊ０３８に掲 る人工腎臓並びに別に厚生労働大臣が定める

げる人工腎臓並びに別に厚生労働大臣が定め 除外薬剤・注射薬の費用を除く。）は、当該

る除外薬剤・注射薬の費用を除く。）は、当 所定点数に含まれるものとする。

該所定点数に含まれるものとする。

【新設】 （新設） Ａ３１８ 地域移行機能強化病棟入院料（１日に

つき） 1,527点

注１ 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合

しているものとして地方厚生局長等に届け出

た精神病棟を有する保険医療機関において、

当該届出に係る精神病棟に入院している患者

について算定する。ただし、当該病棟に入院

した患者が当該入院料に係る算定要件に該当

しない場合は、区分番号Ａ１０３に掲げる精

神病棟入院基本料の１５対１入院基本料の例

により算定する。

注２ 当該病棟に入院している統合失調症の患者

に対して、計画的な医学管理の下に非定型抗

精神病薬による治療を行い、かつ、療養上必

要な指導を行った場合には、当該患者が使用

した１日当たりの抗精神病薬が２種類以下の

場合に限り、非定型抗精神病薬加算として、
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１日につき15点を所定点数に加算する。

注３ 別に厚生労働大臣が定める状態の患者につ

いては、重症者加算として、当該患者に係る

区分に従い、次に掲げる点数をそれぞれ１日

につき所定点数に加算する。ただし、重症者

加算１については、別に厚生労働大臣が定め

る施設基準に適合しているものとして地方厚

生局長等に届け出た保険医療機関に入院して

いる患者についてのみ加算する。

イ 重症者加算１ 60点

ロ 重症者加算２ 30点

注４ 診療に係る費用（注２及び注３に規定する

加算、第２節に規定する臨床研修病院入院診

療加算、地域加算、離島加算、精神科措置入

院診療加算、医療安全対策加算、感染防止対

策加算、患者サポート体制充実加算、データ

提出加算並びに薬剤総合評価調整加算、第２

章第８部精神科専門療法（区分番号Ｉ０１１

に掲げる精神科退院指導料及び区分番号Ｉ０

１１－２に掲げる精神科退院前訪問指導料を

除く。）に係る費用並びに除外薬剤・注射薬

に係る費用を除く。）は、地域移行機能強化

病棟入院料に含まれるものとする。

第４節 短期滞在手術基本料

Ａ４００ 短期滞在手術等基本料

【項目の見直し】 １ 短期滞在手術等基本料１（日帰りの場合） １ 短期滞在手術等基本料１（日帰りの場合）

2,856点 2,856点

SUGATA
ハイライト表示
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【注の見直し】 注４ 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合 注４ 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満た

しているものとして地方厚生局長等に届け出 す保険医療機関において、当該患者（イを算

た保険医療機関において、当該患者（ロを算 定する場合に限る。）に対して、植込型除細

定する場合に限る。）に対して、植込型除細 動器の適応の可否が確定するまでの期間等に

動器の適応の可否が確定するまでの期間等に 使用する場合に限り、初回算定日の属する月

使用する場合に限り、初回算定日の属する月 から起算して３月を限度として、月１回に限

から起算して３月を限度として、月１回に限 り、植込型除細動器移行期加算として、31,5

り、植込型除細動器移行期加算として、23,8 10点を所定点数に加算する。

30点を所定点数に加算する。

【注の追加】 （追加） 注５ ロを算定する患者について、前回受診月の

翌月から今回受診月の前月までの期間、遠隔

モニタリングを用いて療養上必要な指導を行

った場合は、遠隔モニタリング加算として、

60点に当該期間の月数（当該指導を行った月

に限り、11月を限度とする。）を乗じて得た

点数を、所定点数に加算する。

16 喘息治療管理料

【項目の見直し】 イ １月目 75点 １ 喘息治療管理料１

ロ ２月目以降 25点 イ １月目 75点

ロ ２月目以降 25点

２ 喘息治療管理料２ 280点

【注の追加】 （追加） 注３ ２については、別に厚生労働大臣が定める

基準を満たす保険医療機関において、入院中

の患者以外の喘息の患者（６歳未満又は65歳

SUGATA
ハイライト表示
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以上のものに限る。）であって、吸入ステロ

イド薬を服用する際に吸入補助器具を必要と

するものに対して、吸入補助器具を用いた服

薬指導等を行った場合に、初回に限り算定す

る。

27 糖尿病透析予防指導管理料

【注の追加】 （追加） 注５ 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合

しているものとして地方厚生局長等に届け出

た保険医療機関において、腎不全期の糖尿病

性腎症の患者に対して医師が必要な指導を行

った場合には、腎不全期患者指導加算として

、100点を所定点数に加算する。

Ｂ００１－２－６ 夜間休日救急搬送

医学管理料

【点数の見直し】 200点 600点

【注の見直し】 注１ 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合 注１ 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満た

しているものとして地方厚生局長等に届け出 す保険医療機関において、当該保険医療機関

た保険医療機関において、当該保険医療機関 が表示する診療時間以外の時間（土曜日以外

が表示する診療時間以外の時間（土曜日に限 の日（休日を除く。）にあっては、夜間に限

る。）、休日又は深夜において、救急用の自 る。）、休日又は深夜において、救急用の自

動車等により緊急に搬送された患者に対して 動車等により緊急に搬送された患者に対して

必要な医学管理を行った場合に、区分番号Ａ 必要な医学管理を行った場合に、区分番号Ａ

０００に掲げる初診料を算定する初診の日に ０００に掲げる初診料を算定する初診の日に

限り算定する。 限り算定する。

SUGATA
ハイライト表示
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【新設】 （新設） Ｂ００７－２ 退院後訪問指導料 580点

注１ 当該保険医療機関が、保険医療機関を退院

した別に厚生労働大臣が定める状態の患者の

地域における円滑な在宅療養への移行及び在

宅療養の継続のため、患家等を訪問し、当該

患者又はその家族等に対して、在宅での療養

上の指導を行った場合に、当該患者が退院し

た日から起算して１月以内の期間（退院日を

除く。）に限り、５回を限度として算定す

る。

注２ 在宅療養を担う訪問看護ステーション又は

他の保険医療機関の看護師等と同行し、必要

な指導を行った場合には、訪問看護同行加算

として、退院後１回に限り、20点を所定点数

に加算する。

注３ 注１及び注２に掲げる指導に要した交通費

は、患家の負担とする。

Ｂ００８ 薬剤管理指導料

【項目の見直し】 １ 救命救急入院料等を算定している患者に対し １ 特に安全管理が必要な医薬品が投薬又は注射

て行う場合 430点 されている患者に対して行う場合 380点

２ 特に安全管理が必要な医薬品が投薬又は注射 ２ １の患者以外の患者に対して行う場合

されている患者に対して行う場合（１に該当す 325点

る場合を除く。） 380点

３ １及び２の患者以外の患者に対して行う場合

325点
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【新設】 （新設） Ｂ００８－２ 薬剤総合評価調整管理料

250点

注１ 入院中の患者以外の患者であって、６種類

以上の内服薬（特に規定するものを除く。）

が処方されていたものについて、当該処方の

内容を総合的に評価及び調整し、当該患者に

処方する内服薬が２種類以上減少した場合に

、月１回に限り所定点数を算定する。

注２ 処方の内容の調整に当たって、別の保険医

療機関又は保険薬局に対して、照会又は情報

提供を行った場合、連携管理加算として、50

点を所定点数に加算する。ただし、連携管理

加算を算定した場合において、区分番号Ｂ０

０９に掲げる診療情報提供料（Ⅰ）（当該別

の保険医療機関に対して患者の紹介を行った

場合に限る。）は同一日には算定できない。

Ｂ００９ 診療情報提供料(Ⅰ)

【注の追加】 （追加） 注14 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合

しているものとして地方厚生局長等に届け出

た保険医療機関が、患者の退院日の属する月

又はその翌月に、連携する保険医療機関にお

いて区分番号Ａ２４６の注４に掲げる地域連

携診療計画加算を算定して当該連携保険医療

機関を退院した患者（あらかじめ共有されて

いる地域連携診療計画に係る入院中の患者以

外の患者に限る。）の同意を得て、当該連携

SUGATA
ハイライト表示
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アに係る専門の研修を受けた看護師による場合

1,285点 1,285点

Ｃ００５－２ 在宅患者訪問点滴注射

管理指導料（１週につき

）

【点数の見直し】 60点 100点

Ｃ００７ 訪問看護指示料

【注の追加】 （追加） 注３ 注１の場合において、必要な衛生材料及び

保険医療材料を提供した場合に、衛生材料等

提供加算として、患者１人につき月１回に限

り、80点を所定点数に加算する。

Ｃ００８ 在宅患者訪問薬剤管理指導

料

【注の見直し】 注１ １については、在宅で療養を行っている患 注１ １については、在宅で療養を行っている患

者（当該患者と同一の建物に居住する他の患 者（当該患者と同一の建物に居住する他の患

者に対して当該保険医療機関が同一日に訪問 者に対して当該保険医療機関が同一日に訪問

薬剤管理指導を行う場合の当該患者（以下こ 薬剤管理指導を行う場合の当該患者（以下こ

の区分番号において「同一建物居住者」とい の区分番号において「同一建物居住者」とい

う。）を除く。）であって通院が困難なもの う。）を除く。）であって通院が困難なもの

に対して、２については、在宅において療養 に対して、２については、在宅で療養を行っ

を行っている患者（同一建物居住者に限る。 ている患者（同一建物居住者に限る。）であ

）であって通院が困難なものに対して、診療 って通院が困難なものに対して、診療に基づ

に基づき計画的な医学管理を継続して行い、 き計画的な医学管理を継続して行い、かつ、
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かつ、薬剤師が訪問して薬学的管理指導を行 薬剤師が訪問して薬学的管理指導を行った場

った場合に、１と２を合わせて患者１人につ 合に、１と２を合わせて患者１人につき月４

き月４回（末期の悪性腫瘍の患者及び中心静 回（末期の悪性腫瘍の患者及び中心静脈栄養

脈栄養法の対象患者については、週２回かつ 法の対象患者については、週２回かつ月８回

月８回）を限度として算定する。この場合に ）に限り算定する。この場合において、１と

おいて、１と２を合わせて薬剤師１人につき ２を合わせて薬剤師１人につき週40回に限り

１日５回に限り算定できる。 算定できる。

Ｃ００９ 在宅患者訪問栄養食事指導

料

【注の見直し】 注１ １については、在宅で療養を行っており通 注１ １については、在宅で療養を行っており通

院が困難な患者（当該患者と同一の建物に居 院が困難な患者（当該患者と同一の建物に居

住する他の患者に対して当該保険医療機関が 住する他の患者に対して当該保険医療機関が

同一日に訪問栄養食事指導を行う場合の当該 同一日に訪問栄養食事指導を行う場合の当該

患者（以下この区分番号において「同一建物 患者（以下この区分番号において「同一建物

居住者」という。）を除く。）であって、別 居住者」という。）を除く。）であって、別

に厚生労働大臣が定める特別食を必要とする に厚生労働大臣が定めるものに対して、２に

ものに対して、２については、在宅で療養を ついては、在宅で療養を行っており通院が困

行っており通院が困難な患者（同一建物居住 難な患者（同一建物居住者に限る。）であっ

者に限る。）であって、別に厚生労働大臣が て、別に厚生労働大臣が定めるものに対して

定める特別食を必要とするものに対して、診 、診療に基づき計画的な医学管理を継続して

療に基づき計画的な医学管理を継続して行い 行い、かつ、管理栄養士が訪問して具体的な

、かつ、管理栄養士が訪問して具体的な献立 献立等によって栄養管理に係る指導を行った

によって実技を伴う指導を行った場合に、１ 場合に、１と２を合わせて月２回に限り算定

と２を合わせて月２回に限り算定する。 する。

Ｃ０１２ 在宅患者共同診療料

【項目の見直し】 １ 往診の場合 1,500点 １ 往診の場合 1,500点

２ 訪問診療の場合（同一建物居住者以外） ２ 訪問診療の場合（同一建物居住者以外）
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項 目 現 行 改 正 案

第２章 特掲診療料

第５部 投薬

第１節 調剤料

Ｆ０００ 調剤料

【注の追加】 （追加） 注３ 入院中の患者以外の患者に対して、１処方

につき70枚を超えて湿布薬を投薬した場合は

算定しない。ただし、医師が疾患の特性等に

より必要性があると判断し、やむを得ず70枚

を超えて投薬する場合には、その理由を処方

せん及び診療報酬明細書に記載することで算

定可能とする。

第２節 処方料

Ｆ１００ 処方料

【項目の見直し】 １ ３種類以上の抗不安薬、３種類以上の睡眠薬 １ ３種類以上の抗不安薬、３種類以上の睡眠薬

、４種類以上の抗うつ薬又は４種類以上の抗精 、３種類以上の抗うつ薬又は３種類以上の抗精

神病薬の投薬（臨時の投薬等のものを除く。） 神病薬の投薬（臨時の投薬等のもの及び３種類

を行った場合 20点 の抗うつ薬又は３種類の抗精神病薬を患者の病

２ １以外の場合であって、７種類以上の内服薬 状等によりやむを得ず投与するものを除く。）

の投薬（臨時の投薬であって、投薬期間が２週 を行った場合 20点

SUGATA
ハイライト表示
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間以内のもの及び区分番号Ａ００１に掲げる再 ２ １以外の場合であって、７種類以上の内服薬

診料の注12に掲げる地域包括診療加算を算定す の投薬（臨時の投薬であって、投薬期間が２週

るものを除く。）を行った場合 29点 間以内のもの及び区分番号Ａ００１に掲げる再

３ １及び２以外の場合 42点 診料の注12に掲げる地域包括診療加算を算定す

るものを除く。）を行った場合 29点

３ １及び２以外の場合 42点

【注の追加】 （追加） 注10 入院中の患者以外の患者に対して、１処方

につき70枚を超えて湿布薬を投薬した場合は

算定しない。ただし、医師が疾患の特性等に

より必要性があると判断し、やむを得ず70枚

を超えて投薬する場合には、その理由を処方

せん及び診療報酬明細書に記載することで算

定可能とする。

【注の追加】 （追加） 注11 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合

しているものとして地方厚生局長等に届け出

た保険医療機関において投薬を行った場合に

は、外来後発医薬品使用体制加算として、当

該基準に係る区分に従い、１処方につき次に

掲げる点数をそれぞれ加算する。

イ 外来後発医薬品使用体制加算１ ４点

ロ 外来後発医薬品使用体制加算２ ３点

第３節 薬剤料

Ｆ２００ 薬剤

SUGATA
ハイライト表示

SUGATA
ハイライト表示
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【注の見直し】 注２ １処方につき３種類以上の抗不安薬、３種 注２ １処方につき３種類以上の抗不安薬、３種

類以上の睡眠薬、４種類以上の抗うつ薬又は 類以上の睡眠薬、３種類以上の抗うつ薬又は

４種類以上の抗精神病薬の投薬（臨時の投薬 ３種類以上の抗精神病薬の投薬（臨時の投薬

等のものを除く。）を行った場合には、所定 等のもの及び３種類の抗うつ薬又は３種類の

点数の100分の80に相当する点数により算定 抗精神病薬を患者の病状等によりやむを得ず

する。 投与するものを除く。）を行った場合には、

抗不安薬、睡眠薬、抗うつ薬及び抗精神病薬

に係る薬剤料に限り、所定点数の100分の80

に相当する点数により算定する。

【注の追加】 （追加） 注８ 入院中の患者以外の患者に対して、１処方

につき70枚を超えて湿布薬を投薬した場合は

、当該超過分に係る薬剤料は算定しない。た

だし、医師が疾患の特性等により必要性があ

ると判断し、やむを得ず70枚を超えて投薬す

る場合には、その理由を処方せん及び診療報

酬明細書に記載することで算定可能とする。

第５節 処方せん料

Ｆ４００ 処方せん料

【項目の見直し】 １ ３種類以上の抗不安薬、３種類以上の睡眠薬 １ ３種類以上の抗不安薬、３種類以上の睡眠薬

、４種類以上の抗うつ薬又は４種類以上の抗精 、３種類以上の抗うつ薬又は３種類以上の抗精

神病薬の投薬（臨時の投薬等のものを除く。） 神病薬の投薬（臨時の投薬等のもの及び３種類

を行った場合 30点 の抗うつ薬又は３種類の抗精神病薬を患者の病

２ １以外の場合であって、７種類以上の内服薬 状等によりやむを得ず投与するものを除く。）

の投薬（臨時の投薬であって、投薬期間が２週 を行った場合 30点

間以内のもの及び区分番号Ａ００１に掲げる再 ２ １以外の場合であって、７種類以上の内服薬

SUGATA
ハイライト表示
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診料の注12に掲げる地域包括診療加算を算定す の投薬（臨時の投薬であって、投薬期間が２週

るものを除く。）を行った場合 40点 間以内のもの及び区分番号Ａ００１に掲げる再

３ １及び２以外の場合 68点 診料の注12に掲げる地域包括診療加算を算定す

るものを除く。）を行った場合 40点

３ １及び２以外の場合 68点

【注の見直し】 注７ 薬剤の一般的名称を記載する処方せんを交 注７ 薬剤の一般的名称を記載する処方せんを交

付した場合は、処方せんの交付１回につき２ 付した場合は、当該処方せんの内容に応じ、

点を加算する。 次に掲げる点数を処方せんの交付１回につき

それぞれ加算する。

イ 一般名処方加算１ ３点

ロ 一般名処方加算２ ２点

【注の追加】 （追加） 注９ 入院中の患者以外の患者に対して、１処方

につき70枚を超えて湿布薬を投薬した場合は

算定しない。ただし、医師が疾患の特性等に

より必要性があると判断し、やむを得ず70枚

を超えて投薬する場合には、その理由を処方

せん及び診療報酬明細書に記載することで算

定可能とする。

第６節 調剤技術基本料

Ｆ５００ 調剤技術基本料

【注の追加】 （追加） 注６ 入院中の患者以外の患者に対して、１処方

につき70枚を超えて湿布薬を投薬した場合は

算定しない。ただし、医師が疾患の特性等に

SUGATA
ハイライト表示

SUGATA
ハイライト表示

SUGATA
ハイライト表示

SUGATA
ハイライト表示

SUGATA
ハイライト表示
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より必要性があると判断し、やむを得ず70枚

を超えて投薬する場合には、その理由を処方

せん及び診療報酬明細書に記載することで算

定可能とする。

SUGATA
ハイライト表示
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項 目 現 行 改 正 案

第２章 特掲診療料

第６部 注射

通則

【点数の見直し】 ６ 区分番号Ｇ００１に掲げる静脈内注射、Ｇ０

０２に掲げる動脈注射、Ｇ００３に掲げる抗悪

性腫瘍剤局所持続注入、Ｇ００３－３に掲げる

肝動脈塞栓を伴う抗悪性腫瘍剤肝動脈内注入、

Ｇ００４に掲げる点滴注射、Ｇ００５に掲げる

中心静脈注射又はＧ００６に掲げる植込型カテ

ーテルによる中心静脈注射について、別に厚生

労働大臣が定める施設基準に適合しているもの

として地方厚生局長等に届け出た保険医療機関

において、入院中の患者以外の患者であって、

悪性腫瘍等の患者であるものに対して、治療の

開始に当たり注射の必要性、危険性等について

文書により説明を行った上で化学療法を行った

場合は、当該基準に係る区分に従い、次に掲げ

る点数を、それぞれ１日につき前各号により算

定した点数に加算する。この場合において、同

一月に区分番号Ｃ１０１に掲げる在宅自己注射

指導管理料は算定できない。

イ 外来化学療法加算１

( 1 ) 外来化学療法加算Ａ
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① 15歳未満 780点 820点

② 15歳以上 580点 600点

( 2 ) 外来化学療法加算Ｂ

① 15歳未満 630点 670点

② 15歳以上 430点 450点

ロ 外来化学療法加算２

( 1 ) 外来化学療法加算Ａ

① 15歳未満 700点 740点

② 15歳以上 450点 470点

( 2 ) 外来化学療法加算Ｂ

① 15歳未満 600点 640点

② 15歳以上 350点 370点

第１節 注射料

第１款 注射実施料

Ｇ０００ 皮内、皮下及び筋肉内注射

（１回につき）

【点数の見直し】 18点 20点

Ｇ００１ 静脈内注射（１回につき）

【点数の見直し】 30点 32点

【注の見直し】 注２ ６歳未満の乳幼児に対して行った場合は、 注２ ６歳未満の乳幼児に対して行った場合は、

42点を加算する。 45点を加算する。

SUGATA
ハイライト表示

SUGATA
ハイライト表示

SUGATA
ハイライト表示

SUGATA
ハイライト表示

SUGATA
ハイライト表示

SUGATA
ハイライト表示

SUGATA
ハイライト表示

SUGATA
ハイライト表示
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Ｇ００４ 点滴注射（１日につき）

【点数の見直し】 １ ６歳未満の乳幼児に対するもの（１日分の注

射量が100mL以上の場合） 95点 98点

２ １に掲げる者以外の者に対するもの（１日分

の注射量が500mL以上の場合） 95点 97点

３ その他の場合（入院中の患者以外の患者に限

る。） 47点 49点

【注の見直し】 注２ ６歳未満の乳幼児に対して行った場合は、 注２ ６歳未満の乳幼児に対して行った場合は、

42点を加算する。 45点を加算する。

Ｇ００７ 腱鞘内注射

【点数の見直し】 25点 27点

Ｇ０１２ 結膜下注射

【点数の見直し】 25点 27点

Ｇ０１２－２ 自家血清の眼球注射

【点数の見直し】 25点 27点

【新設】 （新設） Ｇ０１７ 腋窩多汗症注射（片側につき）

200点

第２款 無菌製剤処理料
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Ｇ０２０ 無菌製剤処理料

【項目の見直し】 １ 無菌製剤処理料１（悪性腫瘍に対して用いる １ 無菌製剤処理料１（悪性腫瘍に対して用いる

薬剤が注射される一部の患者） 薬剤が注射される一部の患者）

イ 閉鎖式接続器具を使用した場合 イ 閉鎖式接続器具を使用した場合

(1 ) 揮発性の高い薬剤の場合 150点 180点

( 2 ) ( 1 )以外の場合 100点

ロ イ以外の場合 50点 ロ イ以外の場合 45点

２ 無菌製剤処理料２（１以外のもの） 40点 ２ 無菌製剤処理料２（１以外のもの） 40点

SUGATA
ハイライト表示

SUGATA
ハイライト表示

SUGATA
ハイライト表示

SUGATA
ハイライト表示

SUGATA
ハイライト表示

SUGATA
ハイライト表示


